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住生活基本計画（全国計画）の見直しについて

「住宅建設五箇年計画」 （閣議決定）

「住生活基本計画」 （閣議決定）

住宅建設計画法（昭和41年法律第100号）に基づき、昭和41年度より
8次にわたり策定され、5年ごとの公的住宅の建設戸数目標を位置付け。

住生活基本法（平成18年法律第61号）に基づき、平成18年９月に策定され、
これまでに３度、おおむね５年ごとに変更。

（平成21年3月一部変更、平成23年3月全部変更、平成28年3月全部変更）

○住生活基本計画（全国計画）（平成28年3月18日閣議決定）（抄）
第４ 施策の総合的かつ計画的な推進 （５）政策評価の実施と計画の見直し
② 政策評価や社会経済情勢の変化等を踏まえて、おおむね５年後に計画を見直し、所要の変更を行う。

○住生活基本法（平成18年法律第61号）（抄）
第一条 この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅
関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定める
ことにより、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増
進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第十五条 （略）
３ 国土交通大臣は、全国計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
４ 国土交通大臣は、前項の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、（略）社会資本整備審議会及び都道府県の
意見を聴かなければならない。

６ 前三項の規定は、全国計画の変更について準用する。

新たな住宅政策への転換

住宅の「量の確保」から

住生活の「質の向上」へ

社会経済情勢の著しい変化

住宅ストックの量の充足

少子高齢化､人口減少

「住生活基本計画」の見直し

住生活基本計画は、計画期間を10年間として策定し、おおむね5年後に見直し、変更を行うこととしている。
次回の変更（令和３年３月めど）に向けて、現行の住生活基本計画について見直しを行う。
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等

等

目標5 建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新
①耐震性を充たさない住宅の建替え等による更新

※居住されている住宅のうち、耐震性を満たさない住宅：約900万戸

②リフォームによる耐震性・耐久性等・省エネ性の向上と適切な維持管理の促進
③投資意欲を刺激するリフォーム（健康増進・デザイン等）の促進
④マンションの適切な維持管理や建替え・改修の促進

住生活基本計画（全国計画）（平成28年３月18日閣議決定）の概要

現状と
今後
10年
の
課題

計 画 の 目 標（計画期間：2016年度～2025年度）

（３）地域のコミュニティが希薄化しているなど居住環境の質が低下

（６）マンションの老朽化・空き家の増加により、防災・治安・衛生面等での課題が顕在化するおそれ【マンション問題】

（４）少子高齢化と人口減少が、1)高齢化問題 2)空き家問題 3)地域ｺﾐｭﾆﾃｨを支える力の低下といった住宅政策上の諸問題の根本的な要因【少子化問題】 ・希望出生率1.8に対して1.4の現状

（２）世帯数の減少により空き家がさらに増加【空き家問題】 ・2013年 約820万戸（賃貸・売却用等以外：約320万戸）

（５）リフォーム・既存住宅流通等の住宅ストック活用型市場への転換の遅れ

高齢期に住宅を
現金化可能に

⇒高齢者の住み替え等
の促進

リフォーム投資
の拡大

住宅ストック
の質の向上

「資産としての住宅」

良質で魅力的な既存住宅

住宅ストックからの視点 産業・地域からの視点

等

等

等

目標８ 住宅地の魅力の維持・向上
①スマートウェルネスシティやコンパクトシティなどのまち
づくりとの連携、交通・買い物・医療・教育等の居住
者の利便性向上

②住宅団地の再生・その機会をとらえた高齢者・子
育て支援施設等の地域の拠点形成

③良好な景観の形成、豊かなコミュニティの維持・
向上

④密集市街地の改善整備や無電柱化の推進等に
よる居住者の災害時の安全性の向上

居住者からの視点

等

等

目標3 住宅の確保に特に配慮を
要する者の居住の安定の確保

①空き家の活用を促進するとともに、民間
賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構
築も含めた住宅セーフティネット機能を
強化

②公的賃貸住宅の適切な供給・管理

目標１ 結婚・出産を希望する
若年世帯・子育て世帯が安心して

暮らせる住生活の実現
①民間賃貸住宅の活用
②公的賃貸住宅への入居支援
③持家の取得支援
④三世代同居・近居の促進

目標２ 高齢者が自立して暮らす
ことができる住生活の実現

①高齢者向けの住まいや多様な住宅関
連サービスのあり方を示した「新たな高齢
者向け住宅のガイドライン」を策定

②需要に応じたｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住
宅等の供給や「生涯活躍のまち」の形成

③公的賃貸住宅団地の建替え等の機会
をとらえた地域拠点の形成

④リバースモーゲージの普及による高齢者
の住み替え等の資金の確保 等

目標6 急増する空き家の活用・除却の推進
①良質な既存住宅が流通し、空き家増加が抑制される流れの創出
②空き家を活用した地方移住や二地域居住等の促進
③古民家等の再生・活用や介護・福祉・子育て支援施設、宿泊施設等の他用途への転換
④防災・衛生・景観等の生活環境に悪影響を及ぼす空き家の解体・撤去の推進

目標7 強い経済の実現に貢献する
住生活産業の成長

①地域経済を支える地域材を用いた木造住宅の
供給促進、設計者・技能者の育成、伝統的な技
術の承継・発展、CLT等の部材・工法等の技術
開発を推進

②住宅ストックビジネス※の活性化、多角化する住
生活産業に対応した担い手の確保・育成
※既存住宅の維持管理、リフォーム建物状況調査（インスペク
ション）、住宅ファイル、空き家管理 等

③子育て世帯・高齢者世帯など幅広い世帯のニー
ズに答える住生活関連の新たなﾋﾞｼﾞﾈｽ※市場の
創出・拡大、住生活産業の海外展開を支援する
など我が国の住生活産業の成長を促進

※家事代行、食事宅配、ICT対応型住宅、遠隔健康管理、
IoT住宅、ロボット技術 等

目標4 住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築
「住宅購入でｺﾞｰﾙ」のいわゆる「住宅すごろ

く」を超えて、既存住宅が資産となり、次の
世代にも承継される「新たな住宅循環ｼｽﾃﾑ」
の構築

⇒「資産としての住宅」への転換
リフォーム投資の拡大・住み替え需要の喚
起
⇒人口減少時代の住宅市場の新たな牽引
力

（１）少子高齢化・人口減少の急速な進展。大都市圏における後期高齢者の急増【高齢化問題】
・後期高齢者：2010年 約1,419万人→2025年 約2,179万人（首都圏：約318万人→約572万人）・高齢化に伴い生活保護受給世帯が増加：1992年 約59万世帯 → 2015年 約162万世帯

①建物状況調査(ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ)、住宅瑕
疵保険等を活用した品質確保

②住宅性能表示、住宅履歴情報等を
活用した消費者への情報提供の充
実

③住みたい・買いたいと思うような既存
住宅の「品質＋魅力」の向上（外
壁・内装のリフォーム、デザイン等）

④既存住宅の価値向上を反映した評価
方法の普及・定着

⑤資産として承継できる長期優良住宅
等の良質で安全な新築住宅の供給
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成果指標一覧
目標１ 結婚・出産を希望する

若年世帯・子育て世帯が
安心して暮らせる住生活の実現

目標２ 高齢者が自立して暮らす
ことができる住生活の実現

目標3 住宅の確保に特に配慮を
要する者の居住の安定の確保

①子育て世帯※における誘導居住面積水準達成率
【全国】 42%（H25）→ 50%（H37）
【大都市圏】 37%（H25）→ 50%（H37）

②高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合
2.1%（H26）→ ４%（H37）

③高齢者生活支援施設を併設するサービス付き高齢者向け
住宅の割合

77%（H26）→ 90%（H37）
④都市再生機構団地（大都市圏のおおむね1,000戸以上
の団地約200団地が対象）の地域の医療福祉拠点化

０団地（H27）→ 150団地程度（H37）
⑤建替え等が行われる公的賃貸住宅団地（100戸以上）
における、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯の支援
に資する施設の併設率

平成28～37の期間内に建替え等が行われる団地の
おおむね９割

⑥高齢者の居住する住宅の一定のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化率
41%（H25）→ 75%（H37）

※構成員に18歳未満の者が含まれる世帯

目標4
住宅すごろくを超える

新たな住宅循環システムの構築

目標6 急増する空き家の
活用・除却の推進

目標5 建替えやリフォームによる
安全で質の高い住宅ストックへの更新

⑧既存住宅流通の市場規模
４兆円（H25）→ ８兆円（H37）

⑨既存住宅流通量に占める既存住宅売買瑕疵保険に加入
した住宅の割合

５%（H26）→ 20%（H37）
⑩新築住宅における認定長期優良住宅の割合

11.3%（H26）→ 20%（H37）

⑪耐震基準（昭和56年基準）が求める耐震性を有しない
住宅ストックの比率

18%（H25）→ おおむね解消（H37）
⑫リフォームの市場規模

７兆円（H25）→ 12兆円（H37）
⑬省エネ基準を充たす住宅ストックの割合

６%（H25）→ 20%（H37）
⑭マンションの建替え等の件数（S50からの累計）

約250件（H26）→ 約500件（H37）
⑮25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定し
ている分譲マンションの管理組合の割合

46%（H25）→ 70%（H37）

⑯空家等対策計画を策定した市区町村数の全市区町村数
に対する割合

０割（H26）→ おおむね８割（H37）
⑰賃貸・売却用等以外の「その他空き家」数

318万戸（H25）
→ 400万戸程度におさえる（H37）

目標８
住宅地の魅力の維持・向上

⑦最低居住面積水準未満率
4.2%（H25）→ 早期に解消

●（再掲）都市再生機構団地（大都市圏のおおむね
1,000戸以上の団地約200団地が対象）の地域の医
療福祉拠点化

●（再掲）建替え等が行われる公的賃貸住宅団地（100
戸以上）における、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世
帯の支援に資する施設の併設率

●（再掲）既存住宅流通の市場規模
●（再掲）リフォームの市場規模

目標7
強い経済の実現に貢献する
住生活産業の成長

⑱地震時等に著しく危険な密集市街地の面積
約4,450ha（速報）（H27）

→ おおむね解消（H32）
●（再掲）都市再生機構団地（大都市圏のおおむね
1,000戸以上の団地約200団地が対象）の地域の医療
福祉拠点化

●（再掲）建替え等が行われる公的賃貸住宅団地（100
戸以上）における、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世
帯の支援に資する施設の併設率

●（参考）景観計画に基づき取組を進める地域の数（市区
町村数）

458団体（H26）→ 約700団体（H32）
（参考）市街地等の幹線道路の無電柱化率

16%（H26）→ 20%（H32）
●（参考）最大クラスの洪水・内水・津波・高潮に対応した
ハザードマップを作成・公表し、住民の防災意識向上につな
がる訓練（机上訓練、情報伝達訓練等）を実施した市区
町村の割合

【洪水】 -（H26）→ 100%（H32）
【内水】 -（H26）→ 100%（H32）
【津波】 0%（H26）→ 100%（H32）
【高潮】 -（H26）→ 100%（H32）

●（参考）土砂災害ハザードマップを作成・公表し、地域防
災計画に土砂災害の防災訓練に関する記載のある市町村
の割合

約33%（H26）→ 約100%（H32）
●（参考）国管理河川におけるタイムラインの策定数

148市区町村（H26）→ 730市区町村（H32）
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人口・世帯数の推移と将来推計(圏域別)

○我が国の人口は、既に減少局面に入っており、世帯数も2025年頃をピークに減少を続けていく見通し

○地方圏では、大都市圏より世帯数の減少が早く始まり、2020年頃をピークに減少を続けていく見通し

【人口・世帯数の推移と将来推計】

【凡例】 ：人口、 ：世帯、 ：１世帯あたりの人員数、 ：ピーク

大都市圏：住生活基本法施行令で定める都府県（茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三
重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県）

地方圏：大都市圏以外の道県

（出典）
人 口：国勢調査［総務省］、日本の将来推計人口（全国：2017年4月推計）・日本の地域別将来

推計人口（その他：2018年3月推計） ［国立社会保障・人口問題研究所］
世帯数：国勢調査［総務省］、日本の世帯数の将来推計（全国：2018年1月推計、その他：2019年

4月推計）［国立社会保障・人口問題研究所］

【大都市圏】【全国】 【地方圏】
（千人・千世帯） （人）
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子育て世帯数の推移

○ 児童のいる世帯数は一貫して減少傾向にあり、2018年時点では約1,130万世帯となっている

○ 世帯構成別の割合でみると、児童のいる世帯は全世帯の約２割となっている

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」
※１ 児童：18歳未満の未婚の者
※２ 1995年は兵庫県、2016年は熊本県の数値を除いたもの

【児童のいる世帯数(児童数別)】 【児童のいる世帯の割合】
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1,599 

17,364 

16,426 

15,009 

13,586 

13,453 

13,156 

12,916 

12,499 

12,324 

12,085 

11,666 

11,734 

11,267 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

1986年

1989年

1992年

1995年

1998年

2001年

2004年

2007年

2010年

2013年

2016年

2017年

2018年

（千世帯）

１人 ２人 ３人以上

第２回勉強会資料５

8



共働き世帯数の推移

○ 共働き世帯数は増加しており（1980年：約614万世帯 → 2017年：約1,188万世帯）、専業主婦世帯
の２倍弱となっている

1,114 

641 

614 

1,188 

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

専業主婦世帯

共働き世帯

（年）

（万世帯）

出典：厚生労働省「厚生労働白書」、内閣府「男女共同参画白書」、総務省「労働力調査特別調査」、総務省「労働力調査（詳細集計）」
注1「専業主婦世帯」は、夫が非農林業雇用者で妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯。
注2「共働き世帯」は、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。
注3 2011年は岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。

万世帯

万世帯

万世帯

万世帯

9
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(1) 住宅･居住環境に対して不満のある世帯の割合(不満率)は堅調に低下。住宅に対する不満率は20年前と比較して半減。
(2) 住宅に対する不満率は、持ち家で約２割、借家で約３割。持ち家・借家のいずれも共同住宅が一戸建等の不満率を下回っている。
(3) 住宅･居住環境の個別要素の重要度について､｢全世帯｣では｢治安｣｢日常の買物などの利便｣､｢子育て世帯｣では｢治安｣｢通勤･通学の利便｣､

｢高齢者世帯｣では｢日常の買物などの利便｣｢地震時の安全性｣等を重視。重要度の高い項目の不満率は総じて低い傾向にあるが､「全世帯」
の「地震時の安全性」、｢子育て世帯｣の｢収納の多さ､使い勝手｣､高齢者世帯の｢高齢者への配慮｣等については不満率が高い。

(1) 住宅・居住環境に対する評価

【住宅･居住環境に対する総合評価】 【持ち家・借家別、建て方別】

(2) 住宅に対する評価（持ち家･借家別、建て方別）

【住宅・居住環境それぞれ
に対する不満率の推移】

35 28 22
36

不満率

不満率
19 19 15

33 38 32

【全世帯】 【子育て世帯（親と子（長子１７歳以下））】 【高齢者世帯（ 単身・夫婦）】

(3) 住宅・居住環境の個別要素の重要度・評価 ※

(%) (%) (%)

※ 住宅・居住環境の個別要素各16項目(合計32項目)のうち、重要度の割合が高い 8項目について掲載
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リフォーム･建て替えどちらも考えている
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(1) 単身世帯(高齢世帯を除く)、子育て世帯の順に住み替え意向が高い（約３割）。今後の住み替え先について、持ち家に住んでいる世帯の｢持ち家｣への
住み替え意向は、10年で概ね８割から７割に減少。借家に住んでいる世帯は｢借家｣への住み替え意向が｢持ち家｣への住み替えを上回る。持ち家の取
得にあたっては、既存(中古)住宅の取得意向が10年で大幅に増加。子育て世帯は共同住宅への住み替え意向が最も低い。戸建てへの住み替え意向を
持つ世帯は約７割が新築住宅を、共同住宅への住み替え意向を持つ世帯は新築住宅と既存（中古）住宅をそれぞれ約４割ずつ希望。

(2) 今後の住み替えの目的は「広さや部屋数」「使いやすさの向上」の順に割合が高い。
(3)継続居住意向のある持ち家世帯のうち、リフォームの意向のある世帯の割合は、家計主が55～59歳で最も高く1/3以上となっている。

(2) 今後5年以内の住み替えの目的

(3)住宅の改善意向

【今後の住宅の改善意向（家計主の年齢区分別）※3】

【今後5年以内の住み替えの目的※1 】

(1) 今後の住み替え意向、住み替え先の意向

【今後の住み替え意向】

【戸建てか、共同住宅か※2】

※1 住み替え意向のある世帯について集計
※2 持ち家への住み替え意向のある世帯について集計
※3 継続居住意向のある（「できれば住み続けたい」

と回答した）持ち家世帯について集計

【持ち家か、借家か※１】
(%)

(%)

【戸建て・共同住宅別の
新築住宅・既存(中古)住宅※2】

(%) (%)

(%) (%)



首都圏新築マンション購入時の選好の変化
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45
【住まい探しにあたって重視した事項】

仕事や通勤に便利

子育て・教育がしやすい

都心に近い

共働きがしやすい

居住空間にゆとりがある

資料：株式会社リクルート住まいカンパニー「2018年首都圏新築マンション契約者動向調査」
50項目中5つまでの限定回答であり、その中から抜粋

％

〇 仕事や通勤に便利
30%(2007）⇒37.2％(2018)・・・＋7.2％

〇 子育て・教育がしやすい
26.1％(2007)⇒35.3％(2018）・・・＋9.2％

〇居住空間にゆとりがある
37.3％(2007）⇒31.8％（2018）・・・－5.5％

〇 都心に近い
11.8％(2007)⇒16.2％(2018）・・・＋4.4％

〇共働きがしやすい
5.5％(2007)⇒11.1％(2018）・・・＋5.6％

〇 首都圏新築マンションの購入に当たっては、「居住空間にゆとりがある」という要素に比べて、
仕事や子育てにおける利便性が重視される傾向

第１回勉強会資料５
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〇今後、高齢者世帯は増加し、2030年には約1,500万世帯となる見通し。このうち、単身高齢者世帯
は、2030年には約800万世帯に迫る見通し

高齢者世帯数と年齢別単身世帯数の推移

12,165 12,295 10,981 

2,884 2,913 
3,841 

3,369 
5,045 5,122 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

15-64歳世帯 65-74世帯 75歳以上世帯

実績値 推計値
（千世帯）

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成30年推計）
総務省「国勢調査」をもとに、国土交通省作成

【年齢別単身世帯数の推移】

単身
高齢
者

世帯

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成30年推計）
及び総務省「平成27年国勢調査」をもとに、国土交通省作成

【高齢者世帯数の推移】

（万世帯）
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1,465万世帯（27.4%）

1,253万世帯（23.5%）
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死亡者数の増加と看取り場所

【死亡者の場所の推移】

〇死亡者数は増加が見込まれており、2030年以降は年間150万人程度が死亡すると見込まれている

〇病院での死亡が増加してきたものの、病院での対応にも限界があり、在宅での看取りが課題
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【年間の死亡者数の推移及び将来推計】

出典 2015年までは厚生労働省「人口動態調査」、

2020年から国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年度推計）」

※2015年までの死亡者数には年齢不詳の者を含まない。

※2020年以降の推計は、出生中位（死亡中位）推計による。

出典 厚生労働省「人口動態調査」

実績 推計

（千人）

73.0 %
（病院）

9.1%

2.6%

7.5%
（老人ホーム）

1.5%

13.2%
（自宅）

82.5%

5.9%
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病院 診療所 介護老人保健施設 老人ホーム 自宅 その他

（％）

診療所 1.8%
介護老人保健施設 2.5%

その他 2.1%

※1994年までは老人ホームでの死亡は、自宅に含まれている

最低の死亡者数
1966年 67万人

2015年 129万人

2040年 168万人

第２回勉強会資料５
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高齢者向け住まい・施設の利用者数

〇 近年、特養、有料老人ホーム、老健、サ高住、認知症グループホームが増加

第２回勉強会資料５ 更新

15

※１：介護保険３施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査（10/1時点）【H12・H13】」、「介護給付費等実態調査（10月審査分）【H14～H29】」及び「介護給付費等実態統計（10月審査分）【H30~】」による。 ※２：介護老人
福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を合算したもの。 ※３：認知症高齢者グループホームは、H12～H16は痴呆対応型共同生活介護、H17～は認知症対応型共同生活介護により表示。（短期利用を除
く） ※４：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「社会福祉施設等調査（10/1時点）」による。ただし、H21~H23は調査票の回収率から算出した推計値であり、H24~H29は基本票の数値。 （利用者数ではなく定員数） ※５：有料老人ホームは、厚生労働
省老健局の調査結果による。 （利用者数ではなく定員数） ※６：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（9/30時点）」による。 （利用者数ではなく登録戸数）

（単位：人・床）

認知GH

有料老人
ホーム

特養

サ高住

老健

軽費

介護療養

養護

※令和2年７月末時点

登録数 257,351戸298,912 
314,192 

403,000 

470,200 

538,900 

578,900 
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610,000 

233,536 
244,627 
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89,053 93,479 93,804 94,474
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487,774
514,017

158,579 

206,929 
222,085

234,971
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100,000

200,000

300,000
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600,000

700,000

800,000

900,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

介護老人福祉施設 介護老人保健施設

介護療養型医療施設 認知症高齢者グループホーム

養護老人ホーム 軽費老人ホーム

有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅



終活期に住みたいところ

71.8%

2.2%
16.7%

6.1% 2.6%
0%

20%

40%

60%

80%

その時に住んでいる家 子や孫の家 高齢者向け住宅 介護保険施設 その他

○終活期に住みたいところとしては、「その時に住んでいる家」の割合が最も高く約７割を
占めている

出典：国土交通行政モニターアンケートより住宅局が作成

※ その他・・・病院、子どもと近居、民間賃貸住宅 等

※ 無回答0.6％。

第47回分科会資料5

【終活期に住みたいところ】
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住宅確保要配慮者の範囲と数

① 低額所得者 約1,300万世帯※1

（月収15.8万円（収入分位25％）以下）

② 被災者（発災後３年以内）約5,800 世帯※2

③ 高齢者 約1,889万世帯※3

④ 障害者 約411万人※4

⑤ 子ども（高校生相当まで）を

養育している者 約1,147万世帯※5

⑥ 住宅の確保に特に配慮を要するもの

として国土交通省令で定める者

法律で定める者

・外国人 等

（条約や他法令に、居住の確保に関する規定のあ

る者を想定しており、外国人のほか、中国残留

邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所

入所者、ＤＶ被害者、拉致被害者、犯罪被害

者、矯正施設退所者、生活困窮者など）

・東日本大震災等の大規模災害の被災者

（発災後３年以上経過）

・都道府県や市区町村が

供給促進計画において定める者

国土交通省令で定める者

※ 地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、
新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童
養護施設退所者、ＬＧＢＴ、ＵＩＪターンに
よる転入者、これらの者に対して必要な生活
支援等を行う者などが考えらえる。

第２回勉強会資料５更新

※1：平成25年住宅・土地統計調査の全世帯数と低額所得者の定義（収入分位
25％以下）から推計

※2：直近の主な災害（平成29年九州北部豪雨、平成30年７月豪雨、北海道胆
振東部地震、令和元年台風第15号、19号）における応急仮設住宅の入居世帯数（R2.1.15時点。内閣府調べ）

※3：平成22年国勢調査からのH27推計（「高齢その他世帯」を含む）
※4：平成30年版障害者白書より身体・知的障害者（18～64歳）と精神障害者（20～64歳）の計 ※5：平成27年国勢調査

※ それぞれの世帯数・人数には重複がある

17



セーフティネット住宅の登録戸数 第２回勉強会資料５ 更新

18

〇新たな住宅セーフティネット法の施行(平成29年10月)以降、セーフティネット住宅の登録戸数は増加

〇特に、令和２年３月の業界団体連携による一括申請の導入により、登録の申請が大幅に増加

1,034 1,140 3,606 3,712 3,955 6,237 6,905 7,443 7,975 8,279 8,359 8,920 9,117 9,650 10,712 11,695 13,194 
15,947 

19,495 

20,424 
22,953 

28,908 

29,553 

29,745 

55,706 

60,907 

2,360 3,650 
5,209 6,131 

7,515 8,471 9,293 10,002 10,367 10,962 11,138 11,465 12,659 

18,223 19,403 20,374 
23,141 24,179 

27,056 

30,583 
33,339 

47,840 

61,816 

72,771 

79,164 
80,142 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000

35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000

75,000
80,000
85,000

H30.6 H30.7 H30.8 H30.9 H30.10 H30.11 H30.12 H31.1 H31.2 H31.3 H31.4 H31.5 H31.6 H31.7 H31.8 H31.9 H31.10 H31.11 H31.12 R2.1 R2.2 R2.3 R2.4 R2.5 R2.6 R2.7

登録戸数 受付・審査中戸数

（戸）

出典：国土交通省住宅局調べ

※月末時点



〇 2010年には単身世帯が最も多い類型（総世帯の１／３）となっており、今後も増加する見通し

〇 今後、夫婦と子の世帯が減少していく一方で、ひとり親と子世帯は増加する見通し

注：「その他の一般世帯」は、夫婦と両親、夫婦とひとり親、夫婦と子どもと親、夫婦と他の親族、夫婦と子どもと他の親族、夫婦と親と他の親族、兄弟姉妹のみからなる世帯や他に分類され
ない世帯を対象としている
出典：国立社会保障・人口問題研究所 「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成30年推計）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

単身世帯

夫婦のみの世帯

夫婦と子の世帯

ひとり親と子の世帯

その他の一般世帯

実績値 推計値

18,418
(34.5%)

14,342
(26.9%)

10,758
(20.2%)

4,770
(8.9%)

5,044
(9.5%)

（千世帯）

20,254
(37.9%)

13,118
(24.5%)

11,138
(20.8%)

5,141
(9.6%)

3,833
(7.2%)

世帯類型別世帯数の変化 第47回分科会資料5
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地域での付き合い

出典：内閣府「平成30年 社会意識に関する世論調査」

4.7
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20.2
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55.8
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48.2

42.2

33.1

31.4

26.2

20.9

16.3

21.7

13.4
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3.3

4.3

3.8

0.2

0.3

0.1

0.1

0

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

よく付き合っている ある程度付き合っている あまり付き合っていない 全く付き合っていない わからない

〇 地域での付き合いについて、年齢別に見ると、「付き合っている」とする者の割合は高齢者に多く、
若年層ほど「付き合っていない」とする者の割合が高い。

第50回分科会資料８
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コリビングサービス
（ co-living ）

複数の人が暮らす「シェアハウ
ス」と仕事をする場所である「コ
ワーキングスペース」が一体と
なった「職住一体型施設」

多拠点

国内外に複数のコリビング拠点
があり、自由に移動して滞在す
ることができる

○ 事業者が提供する全国各地のコリビング（職住一体型の施設）を、一定の条件のもと、定額で
利用することができるサブスクリプション型多拠点コリビングサービスが登場

サブスクリプション型多拠点コリビングサービス

都心部 都心部

海沿い地域中山間地域

シェアハウス コワーキング
スペース

第50回分科会資料８
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リバースモーゲージについて

22

○ リバースモーゲージとは、自宅を担保に融資を受け、死亡時に担保物件の売却等で借入金を一括返済する住宅ローン
○ 高齢者は持ち家率が高く、リバースモーゲージを活用することで住み替え・リフォーム資金等、まとまった資金を確
保できるため、ニーズ拡大に伴い、近年、取扱金融機関は増加傾向にある

19
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100

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

出典：「民間住宅ローンの実態の実態に関する調査結果報告書（平成25～令和元年度）」 （国土交通省）

（機関）
年々、増加傾向にあり、令和元年度で96機関が取扱

74.8%

64.1%

54.4%

47.6%

38.8%

29.1%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者及び相続人への商品説明

地価下落リスクの管理

高齢者の資金ニーズに合った商品化

長生きリスクの管理

融資対象物件の正確な担保評価

金利上昇リスクの管理

保証会社の保証を十分に受けられない

出典：「2019年度民間住宅ローンの貸出動向調査」 （住宅金融支援機構）

リバースモーゲージを取扱
中、検討中とした103行から
の回答（複数回答）

利用者が自己の居住する住宅を担保として融資を受け、
利用者の死亡時に住宅の処分等により一括返済する住宅ローン

自己居住住宅を担保

生活資金等を融資

死亡時に担保不動産の売却等により返済

金融機関

利用者

相続人

リバースモーゲージ（Reverse Mortgage）とは

リバースモーゲージの取扱機関数の推移

リバースモーゲージを取り扱う上での課題

住宅融資保険付きリバースモーゲージ～リ・バース60～

金融機関が住宅金融支援機構（JHF）の提供する住宅融資保険を活用することで、リ
バースモーゲージを取り扱う上で課題となる長生きリスクや地価下落リスクをJHFが負担

出典：「リ・バース60」（住宅金融支援機構）

第51回分科会参考資料２ 更新



住宅のリースバックの動向

リースバックの利用例

リースバックの概要

売主は所有している住宅を買主である事業者に売却するものの、賃貸
借契約を締結することで売却後も同住宅に居住することが可能

リースバック
事業者
（買主）

売主

売主は売却後も賃料を払って
自宅に住み続ける

買主は売主が退去した後
買取再販等により処分

老人ホーム等への支払い

老人ホームの順番待
ちをしている間に
リースバックを利用
することで、入居が
決まった後すぐに入
居一時金等を支払う
ことができる

住み替えの円滑化

現居の売却後も同住宅
に引き続き居住するこ
とができるため、新居
購入前の資金確定が可
能。同時に仮住まいも
省略することができる

〇 リースバックとは、所有している資産を第三者に売却し、その後、第三者とリース契約を締結することで、それ
までと同じ資産を利用し続けることを可能にする取引手法

〇 住宅においては、住み替えの円滑化や老後の資金需要への対応、相続前の不動産処分など、住宅利活用の新たな
選択肢として近年注目されつつあり、利用件数も増加傾向

このほか、老後の余裕資金の確保、相続前の不動産処分、住宅ローン等の
借入金の返済資金の確保 等

住宅の所有権を移転

買取代金を一括支払い

賃料支払い

住宅を賃貸

賃貸借契約

売買契約

持ち家比率の高い世代の高齢化によりニーズが拡大しており、住宅におけ
るリースバックの取扱件数は近年、増加

（出典）国土交通省住宅局調べ （９社にアンケートを実施）

リースバックについて
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第50回分科会資料８
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１. 住生活基本計画（全国計画）について

２. 「居住者」の視点について

３. 「ストック」の視点について

４. 「まちづくり」の視点について

５. 「産業・新技術」の視点について



1948年 1958年 1963年 1968年 1973年 1978年 1983年 1988年 1993年 1998年 2003年 2008年 2013年 2018年

(S23年) (S33年) (S38年) (S43年) (S48年) (S53年) (S58年) (S63年) (H5年) (H10年) (H15年) (H20年) (H25年) (H30年)
住宅総数 1,391 1,793 2,109 2,559 3,106 3,545 3,861 4,201 4,588 5,025 5,389 5,759 6,063 6,241
総世帯 1,865 2,182 2,532 2,965 3,284 3,520 3,781 4,116 4,436 4,726 4,997 5,245 5,400
１世帯当たりの住宅数 0.96 0.97 1.01 1.05 1.08 1.10 1.11 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.16

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

住宅ストック数と世帯数の推移

〇 住宅ストック数（約6,200万戸）は、総世帯（約5,400万世帯）に対し約16％多く、量的には充足 (2018年時点)

（注）世帯数には、親の家に同居する子供世帯等（2013年＝35万世帯）を含む。
出典：総務省「住宅・土地統計調査」

- - -

全国で住宅総数
が世帯総数を

上回る

全都道府県で
住宅総数が

世帯総数を上回る

（万戸・万世帯） （戸 / 世帯）

第49回分科会参考資料４
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新設住宅着工戸数の推移【長期】（年度）
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（％）（千戸）

（年度）

分譲住宅 分譲戸建て 分譲マンション 持家 借家系 総戸数 総着工戸数に占める持家系（持家＋分譲住宅）の割合【右目盛り】

（資料）住宅着工統計（国土交通省）

第１次オイルショック
S48.10～

第２次オイルショック
S54～

リーマンショック
H20.9

団塊世代

一次取得時期

※一次取得時期は30代前半(30-34歳)とした。

東日本大震災
H23.3

阪神・淡路大震災
H7.1

いざなぎ景気
（S40.10－S45.7) いざなみ景気

（H14.2－H20.2)

バブル景気
（S61.11－H3.2)

団塊ジュニア世代

一次取得時期

消費税導入（３％）
H元.4.1

消費税率引上
（５％） H9.4.1

建築基準法改正
H19.6.20施行

※S24～29年度は、利用関係別に統計をとっていない。

岩戸景気
（S33.6－S36.12)

神武景気
（S29.11-S32.6)

オリンピッ
ク景気

（S37.10－
S39.10)

消費税率
引上

（８％）
H26.4.1

○昭和42年度に100万戸を越えた以降、景気の影響などにより増減を繰り返しながらも、100万戸を越える水準で推移。
○リーマンショックにより大幅な減少が見られ、40年ぶりに100万戸を下回ったものの、平成21年度以降は緩やかな持ち直しの傾向が継続。
○平成31/令和元年度は、分譲戸建てが増加する一方、持家、貸家、分譲マンションが減少し、全体として２年ぶりの減少（▲7.3％）となった。

マイナス金利
H28.2～

消費税
導入

（10％）
R.10.1

第47回分科会資料５ 更新



新設住宅着工床面積の推移

○ 新設住宅着工床面積は、平成18年～平成21年に大きく減少。持家の減少が大きい

○ 新設住宅着工の一戸あたりの床面積は減少傾向。特に持家が大きく減少

出典：住宅着工統計を国土交通省集計

第１回勉強会資料５
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【新設住宅着工の一戸当たり床面積の推移】
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戸あたり70㎡以下の共同分譲住宅の規模別・圏域別新設着工戸数

○ 戸あたり70㎡以下の共同分譲住宅の着工戸数を規模別にみると、31～40㎡の着工が最も多い
○ 戸あたり70㎡以下の共同分譲住宅の着工戸数を圏域別にみると、首都圏・近畿圏での着工が９割

出典：住宅着工統計を国土交通省集計

（注）「共同分譲住宅」とは、分譲住宅のうち建て方が共同住宅であるものである。
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購入価格と平均世帯年収

〇 購入価格は、注文住宅を除き、増加傾向

【参考】購入価格と年収倍率（２６
年度調査比）

分譲マンション購入価格 +25.9%
（年収の5.24倍→5.45倍）

分譲戸建住宅購入価格 +6.8%
（年収の5.72倍→5.33倍）

出典：国土交通省「平成30年度住宅市場動向調査」 29
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居住水準の推移

○ 2018年(平成30年)の誘導居住面積水準達成世帯は全体の約60%、最低居住面積水準未満世帯は約４%

注）平成20年以降の最低居住面積水準未満率及び誘導居住面積水準達成率は、住生活基本計画（平成18年９月閣議決定）で新たに定められた居住面積
水準を基に、住宅・土地統計調査及び住生活総合調査の結果を活用して国土交通省で独自に集計、平成15年調査までは住宅建設五箇年計画の最低居
住水準及び誘導居住水準を基に集計したもの。

資料：総務省「住宅・土地統計調査」、国土交通省「住生活総合調査」を基に国土交通省で独自集計
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住宅ストックの姿（耐震性・バリアフリー・省エネの対応状況） 【H30】
第47回分科会資料５ 更新

将来世代に
継承できる
良質な住宅

の供給

○ 空き家
賃貸用 ： 約430万戸
売却用 ： 約 30万戸
二次的 ： 約 40万戸
その他 ： 約350万戸

○ 建築中ほか：約30万戸

建替え等
による対応

人が居住している住宅ストック総数 約5360万戸

住宅ストック総数 約6240万戸

リフォーム等
による性能の向上

577万戸 1024万戸

449万戸

3万戸
50万戸

34万戸 159万戸

戸建・長屋建 等（2,670万戸）
102
万戸

（1,407万戸）

バリアフリー・省エネ
をどちらか満たす

バリアフリー・省エネを
いずれも満たさない

（約2,100万戸） （約1,300万戸）

空き家など

（約880万戸）
（約1,700万戸）

（約230万戸）

バリアフリー・省エネをいずれも満たす

昭和55年
以前建築

戸建・長屋の約60%が

共同住宅の約30%が

耐震性不足

(約700万戸)

○ 人が居住している住宅ストックのうち、S55年以前に建築された住宅は約1,300万戸あり、省エネ性
能が不十分な住宅等も多数あることから、これらの住宅の建替等による性能向上が必要

○ 新築・既存住宅全体として、国民の住生活に対する多様なニーズに応えつつ、将来世代に継承でき
る良質な住宅の供給を推進

出典 ： 平成30年住宅・土地統計調査（総務省）
※ 建築時期等が不詳であるものについては按分して加算
※ 建築時期が昭和５５年以前の「耐震性不足」とされているストック数については、国交省推計による建て方別の耐震割合をもとに算定
※ 「バリアフリーを満たす」とは、住宅・土地統計調査データより、高度のバリアフリー（段差のない室内＋２か所以上の手すり＋住居内を車いすで移動可能）を満たしている住宅について集計
※ 「省エネを満たす」とは、平成４年省エネルギー基準を達成しているものとし、国交省推計による建築時期別の達成割合をもとに算定
※ 「建築中ほか」とは、「建築中の住宅」及び「一時現在者のみの住宅（昼間だけ使用している住宅等）」
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認定基準

① 劣化対策

② 耐震性

③ 維持管理・更新の容易性

<1>住宅の長寿命化の
ために必要な条件

<2>社会的資産として
求められる要件

④ 可変性（共同住宅のみ）

⑥ 基礎的な
バリアフリー性能
（共同住宅のみ）

⑤ 高水準の
省エネルギー性能 <4>その他

必要とされる要件

⑧ 住環境への配慮

⑨ 住戸面積

⑦ 維持保全計画の提出

特例措置

認定実績

<3>長く使っていく
ために必要な要件

＜１．税制＞
【新 築】所得税／固定資産税／不動産取得税／登録免許税の特例措置
【増改築】所得税／固定資産税の特例措置（平成29年度税制改正による）
＜２．融資＞
住宅金融支援機構の支援制度による金利の優遇措置

＜３．補助制度＞
【新 築】中小工務店等に対する補助
【増改築】既存住宅の長寿命化に資する取組に対する補助

【新築】累計実績（H21.6～H31.3）
1,024,989戸（一戸建て：1,004,152戸、共同住宅等：20,837戸）
※H30年度 …109,386戸（住宅着工全体の11.5％）
一戸建て：108,800戸（住宅着工全体の25.1％）
共同住宅等：586戸（住宅着工全体の 0.1％）

【増改築】累計実績（H28.4～H31.3）
738戸（一戸建て：693戸、共同住宅等：45戸）

※割合は新設住宅着工数に対する長期優良住宅の認定戸数の比率

17.6%

24.1% 24.3% 23.3% 23.7% 24.4% 25.0% 25.2% 24.9% 25.1%

0.3% 0.5% 0.7% 1.0% 0.7% 0.5% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1%
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一戸建ての住宅（割合） 共同住宅等（割合）
全体（割合）

（戸）

（年度）

長期優良住宅認定制度

〇 長期優良住宅認定制度とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定制度

・ 長期優良住宅の建築・維持保全に関する計画を所管行政庁が認定

・ 認定を受けた住宅の建築にあたり、税制・融資の優遇措置や補助制度の適用が可能

・ 新築に係る認定制度は平成21年6月より、増改築に係る認定制度は平成28年4月より開始

〇 平成30年度における認定実績は約11万戸(一戸建て：10万8,800戸、共同住宅等：586戸)で、一戸建ては住宅

着工の25.1％を占めているものの、共同住宅等は住宅着工の0.1％にとどまっている

第１回勉強会資料５

※住生活基本計画における成果指標
新築住宅における認定長期優良住宅の割合 11.3%（平成26）→20%（令和7)
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●性能評価項目のイメージ 10分野33項目について
等級等による評価等を行う。

例「構造の安定」の場合

項目 等級 具体的な性能

1-1耐震等級
（構造躯体の
倒壊等防止）
【地震等に対
する倒壊のし
にくさ】

等級３
極めて稀に（数百年に一回）発生する地震による力の1.5倍の力に対
して建物が倒壊、崩壊等しない程度

等級２
極めて稀に（数百年に一回）発生する地震による力の1.25倍の力に対
して建物が倒壊、崩壊等しない程度

等級１

極めて稀に（数百年に一回）発生する地震による力に対して建物が倒
壊、崩壊等しない程度

＝建築基準法がすべての建物に求めている最低基準

温熱環境・エネルギー消費量

●住宅性能表示制度の実績（2000年度～2018年度）

・平成30年度の実績は約310戸、制度開始からの累計実績は約5,800戸※

※新築住宅は設計住宅性能評価書、既存住宅は建設住宅性能評価書の交付ベースで集計

・平成30年度の実績は約25万戸、新設住宅の約26％が住宅性能表示制度を利用※

■ 既存住宅

■ 新築住宅

住宅性能表示制度

〇 住宅性能表示制度とは､「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の規定により、住宅の基本的な性能について、
・共通のルール（国が定める日本住宅性能表示基準・評価方法基準）に基づき、
・公正中立な第三者機関（登録住宅性能評価機関）が
・設計図書の審査や施工現場の検査を経て等級などで評価し、
・建設住宅性能評価書が交付された住宅については、迅速に専門的な紛争処理が受けられる
平成12年度から運用が実施された任意の制度

〇 平成30年度における新築住宅（戸建て・共同住宅）の性能表示の実績は約25万戸（住宅着工の約26％）を占めているものの、
既存住宅の性能表示は約300戸にとどまっている

第１回勉強会資料５
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平成30年住生活総合調査（速報集計）結果のポイント

(1) 住宅･住環境に対して不満のある世帯の割合(不満率)は堅調に低下。住宅に対する不満率は20年前と比較して半減。
(2) 住宅に対する不満率は、持家で約２割、借家で約３割。持家・借家のいずれも共同住宅が戸建・長屋の不満率を下回っている。
(3) 単身世帯(高齢世帯を除く)、子育て世帯の順に住替え意向が高い（約３割）。将来の住替え先について、持家に住んでいる世帯の｢持家｣

への住替え意向は、10年で概ね８割から６割に減少。借家に住んでいる世帯は｢借家｣への住替え意向が｢持家｣への住替えを上回る。持家
の取得にあたっては、既存(中古)住宅の取得意向が10年で大幅に増加。子育て世帯の約６割は戸建てを希望。

(3) 将来の住替え意向、住替え先の意向

(1) 住宅・住環境に対する評価

【住宅･住環境に対する総合評価】 【持家・借家別、建て方別】

(2) 住宅に対する評価（持家･借家別、建て方別）
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に対する不満率の推移】

35 28 22
36

不満率
不満率
19 19 15

33 38 32

【持家か、借家か※１】 【新築住宅か、既存(中古)住宅か※1,2】
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※1 住替え意向のある世帯について集計(H30は複数回答を按分） ※2 持家への住替え意向のある世帯について集計
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単身(65歳以上)

できれば住み替えたい わからない
できれば住み続けたい 不明
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既存住宅流通量 （一戸建・共同建）

既存住宅流通量（持家として取得した中古住宅数）

出典：総務省「住宅・土地統計調査」

〇 平成５年から平成30年の間で、一戸建・長屋建が9.9万戸から8.1万戸に減少（▲18％）

〇 共同建は6.8万戸から7.9万戸に増加（＋16％）
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住宅リフォーム市場の現状と国際比較

〇 住宅リフォーム市場規模は約6.9兆円（平成30年）と推計されている

〇 我が国の住宅投資に占めるリフォーム投資の割合は26.7%で、欧米諸国と比較して小さい

【住宅投資に占めるリフォーム投資の
割合の国際比較】

【 住宅リフォームの市場規模（推計）の推移 】

出典：（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターによる推計

＜注１＞ 推計には、分譲マンションの大規模修繕等共用部分のリフォーム、賃貸住宅所有者による賃
貸住宅のリフォーム、外構等のエクステリア工事は含まれない

＜注２＞ 「広義のリフォーム」は、戸数増を伴う増築・改築工事費と、リフォーム関連の家庭用耐久消費
財、インテリア商品等の購入費を加えた金額

出典：
日本（H27・2015年）：国民経済計算（内閣府）及び（財）住宅リフォーム・

紛争処理支援センターによる推計値
イギリス・フランス・ドイツ（H24・2012年） ： ユーロコンストラクト資料
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（十億円）

＜注＞住宅投資は、新設住宅投資とリフォーム投資の合計額
円ユーロレートは、2012年の年間平均である1ユーロ＝102.60円で換算
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買取再販事業について

〇 買取再販は、不動産取引について様々なノウハウを有する宅地建物取引業者が、既存住宅を取得し、効
率的・効果的にリフォームを行った後に販売する事業形態

〇 買取再販物件の販売戸数の多い上位50社の販売戸数は、2012年度から2018年度にかけて2.0倍に増
加するなど堅調に推移

・買取再販の販売戸数は年間約２．１万件で、増加傾向。
・買取再販における販売比率は、戸建て：28％、マンション：72％。

3,805 4,513 4,851 5,855 6,127 6,288 

8,072 
10,552 11,658 

15,359 16,089 16,733 
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5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2012年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

戸建て 集合 その他・不明

リノベーション協議会に所属する正会員数の推移

出典：中古住宅市場データブック、リフォーム産業新聞（株式会社リフォーム産業新聞社）
※ 2013年度：調査未実施につきデータなし

（戸）

12,438

17,317

21,478

15,266
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24,477

買取再販販売戸数の推移（販売戸数上位50社の実績合計）
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出典：リノベーション協議会HPより国土交通省作成

（会員数） 709
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10.7%
5.6%

4.0%

79.7%

増加 減少 横ばい 実績なし

既存住宅状況調査の実施件数

【調査実施件数の推移】 【事業所別の調査実施件数の増減】
（前年度比）

（n = 3,385）

既存住宅状況調査

＋

既存住宅現況検査

平成２９年度

既存住宅現況検査

既存住宅状況調査

平成３０年度

約１.５倍

6,736件

277件

実績値 4,638件

実績値 7,013件

※出典：国土交通省住宅局調べ（令和元年９月）

〇 平成30年度の既存住宅状況調査の実施件数（アンケート回答のあった技術者4,638名(全体の約
14％）が実施した件数)は、一年間で6,736件

〇 既存住宅状況調査・既存住宅現況検査（※）の実施件数（以下「調査等」という。）は、既存住
宅流通戸数の４％程度と推定されるが、前年度と比較すると年間で約1.5倍に増加

〇 調査等の実施実績がない事業者が約８割を占めるが、昨年度と比較して調査等の実施件数が増加
した事業所(10.7％)は、減少した事業所(5.6％)を上回った

※「既存住宅インスペクション・ガイドライン」（平成25年6月国土交通省公表）に基づき行う、既存住宅の現況の検査

第１回勉強会資料５
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既存住宅売買瑕疵保険の申込件数（戸数ベース）の推移
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宅建業者販売タイプ申込件数 個人間売買（検査保証）申込件数 個人間売買（仲介保証）申込件数

H30年4月 改正宅建業法の施行

H21年12月
宅建業者
売買タイプ
販売開始

H28年7月 仲介保証タイプ販売開始

H22年4月
検査保証
タイプ販売
開始

H25年4月 中古住宅のローン減税
適用のための証明書の一つとして、
既存瑕疵保険付保証明書が追加。

H28年6月 改正宅建業法の公布

HH26年4月 すまい給付金制度開始

（年）

（戸）

既存住宅流通戸数
に対する付保率

＜既存住宅流通戸数＞

※暦年ベースでカウント。Ｈ30年は
１～９月分を通年に換算したもの。

（資料）
「住宅・土地統計調査」（総務省）

H26 156,000戸

H27 154,000戸

H28 158,000戸

H29 148,000戸

H30 160,000戸

〇 既存住宅流通戸数に対する既存住宅売買瑕疵保険の付保率は上昇傾向。
※住生活基本計画では、既存住宅流通量に占める既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅の割合を
2025年に20％とする指標を掲げている。
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二次的住宅
賃貸用又は売却用の住宅
その他の住宅
空き家率

空き家の現状－推移と種類別内訳 （R元.9.30公表）

[空き家の種類]
二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）
賃貸用又は売却用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
その他の住宅：上記の他に人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

【出典】：住宅・土地統計調査（総務省）

【空き家の種類別内訳】【空き家の種類別の空き家数の推移】

出典：平成30年住宅・土地統計調査（総務省）

空き家総数
8,488,600戸

(381,000)

394
448

576
659

757
820

849

（万戸）

その他の
住宅

41.1%
(3,487,200)

(4,327,200)

(293,200)

(2,398,900)

(119,600)

(165,300)

(118,600) (661,000) (23,700)
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○ 住宅・土地統計調査（総務省）によれば、空き家の総数は、この20年で約１.5倍（576万戸→849万
戸）に増加

○ 空き家の種類別の内訳では、「賃貸用又は売却用の住宅」（462万戸）等を除いた、「その他の住
宅」（349万戸）がこの20年で約1.9倍に増加

○ なお、「その他の住宅」（349万戸）のうち、「一戸建（木造）」（240万戸）が最も多い

40



その他空き家率の推移

出典 ： 住宅・土地統計調査（総務省）
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■ その他空き家率別都道府県数の推移

〇 その他空き家率（その他空き家数／総ストック数）は西日本から上昇傾向にあり、10％を超える都
道府県は、10年前の０から平成30年には６自治体に増加

41
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空家等対策の推進に関する特別措置法（施行状況等）

42

市 区
町村数

比率

設置済み 769 44%

設置予定あり 358 21%

令和元年度 59 3%

令和2年度 64 4%

令和3年度以降 4 0%

時期未定 231 13%

設置予定なし 614 35%

合 計 1,741 100%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
令和元年度
(～10月１日)

合 計

助言・指導 2,622 (134) 3,264 (203) 4,018 (267) 4,624 (326) 2,498 (266) 17,026 (550)

勧告 52 ( 23) 199 ( 73) 268 ( 90) 363 (102) 168 (84) 1,050 (232)

命令 4 ( 3) 17 ( 16) 44 ( 29) 41 ( 19) 25 ( 21) 131 (  70)

行政代執行 1 ( 1) 10 ( 10) 12 ( 12) 18 ( 14) 9 ( 8) 50 (  41)

略式代執行 8 ( 8) 27 ( 23) 40 ( 33) 49 ( 44) 22 ( 21) 146 (105)

1．空家等対策計画の策定状況 2．法定協議会の設置状況

3．特定空家等に対する措置状況
（ ）内は市区町村数

市 区

町村数
比率

既に策定済み 1,091 63%

策定予定あり 469 27%

令和元年度 154 9%

令和2年度 63 4%

令和3年度以降 11 1%

時期未定 241 14%

策定予定なし 181 10%

合 計 1,741 100%

令和元年10月1日時点（調査対象：1,741市区町村）

（その他）
空き家等の譲渡所得3,000万円
控除に係る確認書の交付実績
（ ）内は市区町村数

交付件数

平成28年度 4,477 (496)

平成29年度 6,983 (564)

平成30年度 7,774 (598)

令和元年度
（～10月１日）

2,345 (389)

合 計 21,579 (782)

※市区町村より修正の申し出があり、過去に公表した過年度分の助言・指導などの件数を一部修正



１. 住生活基本計画（全国計画）について

２. 「居住者」の視点について

３. 「ストック」の視点について

４. 「まちづくり」の視点について

５. 「産業・新技術」の視点について



地震時等に著しく危険な密集市街地の整備改善の状況

【地震時等に著しく危険な密集市街地 （平成24年10月公表）】

都府県 市区町村 面積
面積

（H30年度末）
面積

（R元年度末）

埼玉県 川口市 ５４ha ５４ha ５４ha

千葉県 浦安市 ９ha ８ha ８ha

東京都
文京区、台東区、墨田区、品川区、

目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、
中野区、豊島区、北区、荒川区、足立区

１，６８３ha ３１６ha ２６７ha

神奈川県 横浜市、川崎市 ６９０ha ５７ha ２７ha

愛知県 名古屋市、安城市 １０４ha １０２ha １０１ha

滋賀県 大津市 １０ha １０ha １０ha

京都府 京都市、向日市 ３６２ha ３５７ha ３５７ha

大阪府
大阪市、堺市、豊中市、守口市、

門真市、寝屋川市、東大阪市
２，２４８ha １，８８５ha １，８１５ha

兵庫県 神戸市 ２２５ha １９９ha １９９ha

和歌山県 橋本市、かつらぎ町 １３ha ０ha ０ha

徳島県 鳴門市、美波町、牟岐町 ３０ha ２６ha ２６ha

香川県 丸亀市 ３ha ３ha ３ha

愛媛県 宇和島市 ４ha ０ha ０ha

高知県 高知市 ２２ha ２２ha １８ha

長崎県 長崎市 ２６２ha １０９ha ９５ha

大分県 大分市 ２６ha ０ha ０ha

沖縄県 嘉手納町 ２ha ２ha ２ha

合計 ４１市区町 ５，７４５ha ３，１４９ha ２，９８２ha

0
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H23年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

［ha］

5,745

・・・・・・

4,436
4,039

3,422
3,149

2,982

【地震時等に著しく危険な密集市街地の面積の推移】

〇 「地震時等に著しく危険な密集市街地」※は平成23年の設定時点で5,745ha存在していたが、整備改善が進
み、令和元年度末時点では、2,982haに減少し、9年間で約2,800haの危険な密集市街地が解消された

※ 密集市街地のうち、延焼危険性や避難困難性が特に高く、地震時等における最低限の安全性が確保されていない、著しく危険な密集市街地

〇 引き続き、「地震時等に著しく危険な密集市街地」の安全性の向上に取り組むことが必要
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災害リスク地域に居住する世帯の状況（全国における推計）

45

土砂災害、津波浸水、浸
水のいずれかの地域に
該当する住宅

建て方別世帯数及び割合 (単位：世帯)

合計 一戸建て 長屋建て
共同住宅

（1・2階建て）
共同住宅

（3~5階建て）
共同住宅

（6~10階建て）
共同住宅

（11階建て以上）
その他

総世帯数
(主世帯数の合計)

51,984,188
（100%）

28,654,769
（100%）

1,005,005
（100%）

6,154,012
（100%）

8,283,148
（100%）

4,570,411
（100%）

3,237,750
（100%）

79,093
（100%）

該当する世帯数※
12,032,009
（23.1%）

8,742,879
（30.5%）

354,758
（35.3%）

1,293,089
（21.0%）

1,060,571
（12.8%）

379,900
（8.3%）

170,503
（5.3%）

30,309
（38.3%）

○土砂災害警戒区域、津波浸水想定地域、浸水想定地域のいずれかの地域に該当する世帯数は12,032,009世帯
となり、総世帯数のうちの23.1％を占めると推計

出典：国勢調査及び国土数値情報より国土交通省作成
【推計方法】

① 土砂災害警戒区域、津波浸水想定地域、浸水想定地域の各リスクエリアが重なっている区域では、該当する世帯数を重複して集計することがないよう、いずれかのリスクエリアに
該当しているものとして集計した世帯は、その他のリスクエリアにおいて該当する世帯数を集計する際には除外して集計した。

② 世帯数、該当世帯の推計方法については土砂災害警戒区域と同様の手法とした。
③ 平成27年国勢調査の建て方別世帯数の共同住宅の区分設定については津波浸水想定地域と同様の手法とした。

【該当世帯数分布】 【該当世帯割合分布】

凡例（世帯数）

該当世帯なし

1～500世帯

501～1,000世帯

1,001～5,000世帯

5,001～10,000世帯

10,001～50,000世帯

50,001世帯以上

湖沼 湖沼

凡例（割合）

該当世帯なし

3％未満

3～5％未満

5～10％未満

10～30％未満

30～50％未満

50％以上
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周辺環境で重視した点 / 今後重視したい点

46
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※ 複数回答可。回答数は2150件。無回答0.5％出典：国土交通行政モニターアンケートより住宅局が作成
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【現在の住まいを選ぶにあたり重視した周辺環境】

【今後、住まい選びで重視したい周辺環境】

○ 周辺環境について住まい選びで重視した点として、「立地・アクセス性」の割合が最も高い

○ 今後、住まいの周辺環境で重視したいものについては、全体としてばらつきがあるものの 「治安」の割合が最も高く、次い
で「災害の受けにくさ」の割合が高い
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災害の危険性に係る情報収集

47

16.7%

28.0%

9.1% 10.6%

27.8%

7.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%
全体

※ その他・・・隣接する建物との密接具合、国土地理院の土地条件図 等

※ 複数回答可。無回答62.5％を除く、396件を母数にして算出

出典：国土交通行政モニターアンケートより住宅局が作成

○ 災害の危険性に係る情報収集の手段としては「市町村等による情報提供（ハザードマップ等）」や
「物件の下見時の印象で自身で判断」の割合が高い

○ 上記２つの手段について、年代別でみると、概ね年代が高いと「物件の下見時の印象で自身で判
断」の割合が高く、年代が低いと「市町村等による情報提供（ハザードマップ等）」の割合が高い

18.3%

11.1%
10.9% 9.8%

8.3%
9.5%

1.7%

7.9%
8.4%

12.2%
11.5%

20.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上

年代別

その他

物件の下見時の印象で自身で判断

過去の災害発生履歴等を自身で調査

周辺住民の話

市町村等による情報提供(ハザードマップ等）

不動産業者による説明
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都市計画区域別の着工の割合（利用関係別）

48

○ 都市計画区域別の着工の割合を利用関係別にみると、持家、貸家、分譲戸建て、分譲共同住宅のいず
れも市街化区域における着工の割合が最も高くなっている

○ 市街化調整区域における着工の割合の推移を利用関係別もみると、持家、貸家、分譲戸建て、分譲共
同住宅のいずれも概ね横ばいとなっている

（年度）

出展：住宅着工統計（国土交通省）

利用関係別・都市計画区域別住宅着工割合
（平成30年度）

市街化調整区域における着工の割合の推移

98.5%

87.9%

62.3%

87.2%

0.1%

4.3%

11.9%

1.5%

1.5%

7.4%

21.0%

10.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

分譲共同住宅

分譲戸建て

持家

貸家

市街化区域 市街化調整区域 区域区分非設定都市計画区域 その他

12.6%

11.9%

2.2%

1.5%

4.8%

4.3%

0.0%
0.1%0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

持家 貸家 分譲戸建て 分譲共同住宅
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住宅団地の入居時期・規模

49

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

20年未満経過

(1.5万ha)

20年以上

30年未満経過

(2.5万ha)

30年以上

40年未満経過

(3.3万ha)

40年以上

50年未満経過

(3.7万ha)

50年以上経過

(1.4万ha)

住宅団地全体

(19.2万ha)
95,800ha
（49.9％）

N=2,886(時期未定8団地・2019年以降9団地を除く)

67.5ha

56.1ha

73.1ha

69.8ha

65.5ha

平均
66.5ha

5ha以上
16ha未満

16ha以上
50ha未満

50ha以上
100ha未満

100ha以上

■ 住宅団地の入居時期 ■ 住宅団地の規模

60,680ha
（31.6％）

5,960ha（3.1％） 29,520ha（15.4％）

2,500ha（17.4％）

640ha（4.4％） 2,050ha（14.3％）

9,190ha
（63.9％）

18,930ha
（50.6％）

9,330ha
（24.9％）

1,870ha（5.0％）

810ha（2.4％）

4,040ha
（12.1％）

810ha（3.2％）

3,660ha
（14.6％）

350ha（2.4％） 2,510ha（16.9％）

17,280ha
（51.6％）

11,360ha
（33.9％）

13,100ha
（52.1％）

7,550ha
（30.1％）

6,890ha
（46.4％）

5,110ha
（34.4％）

7,270ha
（19.4％）

40年以上経過

※ H30年度住宅局調査

○ 住宅団地の入居時期は、40年以上が経過しているものが約３割

○ 住宅団地の規模は、100ha以上の住宅団地が約５割、50ha以上100ha未満の住宅団地が約３割

50年以上経過（1968年以前）

213団地(7.4%)

40年以上50年未満経過

（1969年～1978年）

667団地(23.1%)

30年以上40年未満経過

（1979年～1988年）

458団地(15.9%)

20年以上30年未満経過

（1989年～1998年）

360団地(12.5%)

20年未満経過

（1999年～）

227団地(7.9%)

入居開始時期不明

961団地(33.3%)

N=2,886(時期未定8団地・2019年以降9団地を除く)
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市区町村の住宅団地に係る問題意識及び取組状況

50

■ 住宅団地に係る問題意識

問題意識あり
350市区町村（62.9％）

問題意識なし
206市区町村（37.1％）

■ 住宅団地再生に係る取組状況

実施中
117市区町村

（21.0％）

実施予定：50市区町村（9.0％）

実施していない：389市区町村（70.0％）

N=556

高齢者対応

若年世帯転入促進

空き家利活用支援

空き地利活用支援

地域交通への支援

生活利便サービス
提供支援

コミュニティ力向上

新たな用途導入

産学官連携

実施中の取組内容

56市区町村（47.9%）

57市区町村（48.7%）

55市区町村（47.0%）

18市区町村（15.4%)

43市区町村（36.8%）

21市区町村（17.9%)

13市区町村（11.1%)

38市区町村（32.5%） N=117

60市区町村（51.3%）

N=556

※ H29年度住宅局調査

高齢者が多い

空き家が多い

空き地が多い

交通機能が低下

生活利便機能が低下

コミュニティ弱体化

非住宅用途の
導入が困難

244市区町村（69.7％）

109市区町村（31.1％）

45市区町村（12.9％）

106市区町村（30.3％）

147市区町村（42.0％）

74市区町村（21.1％）

67市区町村（19.1％） N=350

具体的な問題意識

○ 住宅団地が所在する市区町村のうち６割超の市区町村が住宅団地について問題意識を有しており、「高齢化」「空
き家」「生活利便機能」「交通機能」に対する問題意識が多く指摘されている

○ 住宅団地が所在する市区町村のうち約２割(予定を含めると約３割）で住宅団地再生に係る取組を実施しており、
「高齢者対応」「若年世帯転入促進」「空き家」「コミュニティ力向上」等の取組みが多くなされている
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１. 住生活基本計画（全国計画）について

２. 「居住者」の視点について

３. 「ストック」の視点について

４. 「まちづくり」の視点について

５. 「産業・新技術」の視点について



ハウスメーカーの海外進出状況

52

○ 住宅生産団体連合会会員の大手ハウスメーカー等18社のうち約半数が海外進出している(2019年時点)

○ 北米・オセアニア・東南アジア・中国等で戸建住宅、賃貸住宅、マンション等の販売事業を展開

【東南アジア】
○進出企業6社
○展開事業

・戸建住宅、マンション販売
・不動産開発
・プレハブ住宅生産

【東アジア】
○進出企業5社
○展開事業

・戸建住宅、マンション販売
・不動産開発

【北米】
○進出企業6社
○展開事業

・戸建住宅、賃貸住宅販売
・住宅地開発
・不動産開発

【オセアニア】
○進出企業5社
○展開事業

・戸建住宅、マンション販売
・不動産開発

資料（一社）住宅生産団体連合のデータより国土交通省作成

【欧州】
○進出企業１社
○展開事業

・戸建住宅販売

第47回分科会参考資料１



住生活関連産業分野について

53

○ 住生活関連産業は、住生活に関わる幅広い世帯・ニーズに応える新たな成長産業

○医療・介護・福祉
・見守り、安否確認
・生活サポート
・在宅医療・介護、遠隔医療
・終活

○保育・教育
・育児
・教育・学習

○防犯・セキュリティ
・ホームセキュリティ
・装置・センサ類

○生活支援
・家事支援
・買物支援
・食事
・宅配
・移動支援
・収納・保管

○趣味・カルチャー
・ライフスタイル対応型住宅
・レジャー・フィットネス

○仕事
・在宅勤務

『伴走型』住生活関連サービス
～個人の生活に寄り添う包括的な支援～

住宅産業

○新築
・新築供給

○流通
・既存住宅流通
・買取再販
・賃貸仲介

○リフォーム
・リフォーム・リノベーション

○管理
・マンション管理
・賃貸住宅管理

金融・保険

○金融
・住宅ローン
・リフォームローン
・リフォーム一体型
ローン

・リバースモゲージ

○保険
・住宅瑕疵保険
・火災保険 ・地震保険
○債務保証
・住宅ローンの債務保証
・家賃債務保証

○検査・保証
・インスペクション
・瑕疵保険
・住宅履歴情報

○専門家相談・支援
・住まいの終活
・DIYサポート

○空き家管理
・見回り・管理
・残置物処理

○既存住宅の活用
・シェアリングサービスによる活用
・既存住宅の他用途転用

○コミュニティ
・コミュニティ・アセットマネジメ
ント

次世代の住宅～住宅そのものの進化～

住生活関連産業

○災害対応住宅
・災害に強い住宅
○省エネ住宅
・ZEH
・エネルギーマネジメントシステム
・インフラフリーユニット
○スマート住宅
・IoT住宅

住生活関連産業

『住宅のアセットマネジメント』
～良質な住宅資産を活用～
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大工就業者数の推移

54
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259

210
205

（参考）
建設・土木作業従業者 （％）

（総務省「国勢調査」）

（％） （万人）（万人） 大工就業者

〇 木造住宅の担い手である大工就業者数は、平成27年に約35万人と、20年間で半減
〇 人数の減少率と高齢化（60歳以上の比率）は、建設業従業者(全体)に比べて大きい
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インターネットを通じた物件探し

55
出典：2018年度 賃貸契約者動向調査（リクルート住まいカンパニー調べ）

○ インターネットを通じて事前に物件を検索することが可能であることから、賃貸住宅の
契約にあたって、実際に物件を見学した数は減少傾向にある

第３回勉強会
池本臨時委員提出資料より事務局作成



ＩｏＴを活用した住宅について

○ 居住者の健康管理や見守りなど、居住者の生活行動を支援するための先進技術の開発が進んでおり、
“IoT住宅”の開発・実証や実装が進展している

IoT技術を活用した健康管理支援

電波型人感センサ （心拍数・呼吸数・体動を測定）

生体センサ （睡眠の質を測定）

ＩｏＴ技術の概要

家電の未使用 熱中症の恐れ

家電の深夜利用 家電の長時間使用

生活異常を自動で通知

分電盤

エネルギー
センサー

家電分離の波形を読み取り

居住者による手動通報

センサーによる自動通報

在室ボタン

玄関

緊急呼出ボタン等

トイレ・浴室・寝室

生活リズムセンサー

廊下

ＩｏＴ技術を活用した高齢者見守り支援

ＩｏＴ技術の概要

取組内容

取組内容

収集・分析

シニアマンション

（必要に応じて通知）

対応

離れて暮らす家族

データ収集・分析者管理員通知

通知

②による
見守り

①による
見守り

出典：国交省作成資料 出典：国交省作成資料

・最先端のセンサを使用し、非接触でストレスなく居住者のバイタルデータを計測

・バイタルデータと訪問介護を合わせて、より質の高いケアを実現

・居住者の生活異常を機器で自動通知、居住者自身で 通報できる仕組みを導入

・管理員側で異常を一括受信し、素早い対応や、見守り負担軽減に繋げる

①センシングウェーブ

ベッドのマットレス下に敷
くだけで心拍数、呼吸数、
体動、睡眠の深さが計測
できる。

②電波型人感センサ

部屋に置いておくだけで
体動が計測できる。

③位置検知床

既存の床の上に敷くだけ
で、どこを踏んだのか検
出できる。

センサ設置イメージ図

位置検知床
敷設

・3種類のセンサーを使って取得した情報やデータ
を分析し、居住者の健康状態や夜間の行動(徘
徊・転倒など)を把握する。また、訪問介護事業
者が訪問する際の優先順位付けや暮らしのアド
バイスに役立てる。

・電力使用状況から入居者の生活異常を自動で検知するエネルギーセンサーと、入居
者自身が呼び出すシニア向け通報システム等を導入し、 居住者の異常に速やかに
対応することで、マンションの管理スタッフや離れて暮らす家族の負担を軽減する。

①エネルギーセンサー

電力の利用状況から家電の利用状況を読
み取り、生活の異常を感知した場合は自
動通知

②シニア向け通報システム

住居内に設置されたボタンによる
居住者自身の通報や廊下に設置
されたセンサーによる自動通報

第３回勉強会資料５
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ドローンの住宅周辺分野への活用について
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新規竣工棟数

棟

○ 外壁タイル等の落下事故は毎年一定程度発生しており、建築物の安全性を確保するため、建築基準法において
は、一定の規模・用途の建築物について、定期的に専門の資格者による検査を行い、その結果を報告すること
を所有者等に義務付けている。

○ 建築物の外壁はおおむね１０年に１度、外壁タイルの全面的な打診等により確認する必要があるが、建物周囲
に仮設足場等を設置する必要があり、所有者等に過大な負担となっている。

○ ドローンを活用することで作業員の安全性向上に資するとともに、検査費用の削減に繋がる可能性がある。

事故内容
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

事故件数
被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡) 事故件数

被害者数
(うち死亡)

部材の落下 5 3(0) 16 9(0) 13 8(0) 5 3(0) 7 2(0) 6 2(0) 12 10(0) 13 4(0)

壁タイル等 3 1(0) 10 3(0) 6 2(0) 2 3(0) 6 1(0) 5 1(0) 6 9(0) 4 1(0)

天井 1 1(0) 4 5(0) 4 4(0) 3 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 4 0(0) 2 1(0)

看板 1 1(0) 1 1(0) 2 2(0) 0 0(0) 1 1(0) 1 1(0) 1 1(0) 7 2(0)

テラス等 0 0(0) 1 0(0) 1 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 1 0(0) 0 0(0)

■建築物における部材の落下事故の概要

※ 特定行政庁等から情報提供があった建築物に関する事故であって、社会資本整備審議会建築分科会建築物等 事故災害対策部会に報告された事故の概要を掲載（平成30年2月28日までに報告された事故の概要を掲載） 。なお、 「平成22年
度」は、平成22年12月１日から平成23年３月31日までの件数等であり、 「平成29年度」は、平成29年4月1日から平成30年２月28日までの件数等。

（一財）経済調査会発行「マンション改修モデル事例集」より転載

＜仮設足場＞ ＜テストハンマーによる打診検査＞

【（一社）日本赤外線劣化診断技術普及協会 提供】

＜赤外線装置を搭載したドローンによる打診検査＞
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自動運転・MaaS×住宅周辺分野の先進事例

MaaSの概要 自動運転の実証実験

自動運転バスの実証実験

・柏の葉キャンパスエリアの一部区間において、自動運転バスの営業運行実証
実験を実施。循環型自動運転バスの導入と増便によるまちの利便性の向上
を進める

・「柏の葉スマートシティコンソーシアム」の事業の1つとして実施。街に住む・働

く人の生活を快適にするために交通手段のシームレス化を進めるMaaSに着
目し、まちづくりへの活用をめざす

運
行
ル
ー
ト

実
験
用
車
両

オンデマンドバスの実証実験

・マンション専用オンデマンドモビリティの実証実験を東京都内で開始（2020年2
月から6か月～1年間）

・利用者（マンション住民）はスマートフォンのアプリで予約を行い、エリア内の任
意の指定スポット（11か所）で乗降車が可能

出典：自動運転の実現に向けた国土交通省の取り組みについて

出典：三井不動産株式会社 報道発表資料 出典：日鉄興和不動産株式会社 報道発表資料

実
験
用
車
両

乗
降
ポ
イ
ン
ト

利用者

出
発
地

ひとつのサービスとして提供
（検索・予約・決済）

シェアサイクル 小型モビリティ

オンデマンドバス 自動運転バス

鉄
道

カーシェア シェアリング

小売店舗 宿泊施設 医療・福祉 観光地

バ
ス

タク
シー

目
的
地

航
空

・最寄駅等と最終目的地をラスト
マイル自動運転で結ぶ「無人自
動運転による移動サービス」を
2020年に実現するという政府目
標を達成するため、経産省と連
携し、石川県輪島市、沖縄県北
谷町、福井県永平寺町、茨城県
日立市にて、実証実験を実施

○ 自動運転やMaaSの実用化を見据えて、近年、様々な実証実験が進められている

○ 住宅周辺分野では、まちづくりや居住者における利便性の向上を目的として、公共交通拠点と住宅をつな
ぐ“ラストマイル”の移動サービス実用化に向けて、実証実験が行われている

出典：国交省作成資料
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